
　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び

住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和
５
年

１
月
か
ら
12
月
中
に
納
め
た
保
険
料
で

す
。
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
配
偶

者
や
子
ど
も
の
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
に
は
、﹁
社
会
保
険
料

︵
国
民
年
金
保
険
料
︶
控
除
証
明
書
﹂
の

添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

・
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

方
:
令
和
５
年
11
月
上
旬

・
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
そ
の
年
に
初
め
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
方
:
令
和
６
年
２
月
上

旬
　

再
発
行
が
必
要
な
方
は
、﹁
ね
ん
き
ん

加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
﹂
ま
た
は
年
金
事
務
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
バ
ナ
ー
広
告
）

ペ
ー
ジ
ビ
ュ
ー
数
:
約
１
６
７
万
件
︵
昨

年
１
年
間
に
閲
覧
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
の
合
計

数
で
す
。
広
告
の
ア
ク
セ
ス
件
数
を
保
証

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︶

規　

格

○

大
き
さ　

縦
60
ピ
ク
セ
ル
×
横
１
２
０

ピ
ク
セ
ル

○

形
式　

Ｇ
Ｉ
Ｆ
︵
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
不

可
︶、
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
、
Ｐ
Ｎ
Ｇ 

○

容
量　
４
キ
ロ
バ
イ
ト
以
下

広
告
料
（
１
月
当
た
り
）

　
１
枠　
１
万
円
︵
税
込
み
︶

広
報
紙

発
行
部
数
:
約
１
万
２
４
０
０
部

︵
月
１
回
発
行
︶

※
広
告
を
同
一
年
度
内
に
継
続
し
て
複
数

回
ま
た
は
複
数
月
掲
載
し
、
広
告
料
を
一

括
し
て
納
付
す
る
場
合
は
、
割
引
が
あ
り

ま
す
。

　
３
カ
月
~
５
カ
月
:
５
％
割
引

　
６
カ
月
~
８
カ
月
:
10
％
割
引

　
９
カ
月
~
11
カ
月
:
15
％
割
引

　
12
カ
月
:
20
％
割
引

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

電
子
版
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

　
﹁
社
会
保
険
料
︵
国
民
年
金
保
険
料
︶
控

除
証
明
書
﹂
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
に
取

り
込
む
こ
と
で
簡
単
に
確
定
申
告
や
年
末

調
整
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
電
子
版
の

交
付
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

電
子
版
の
交
付
を
希
望
す
る
方
は
﹁
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
﹂
か
ら
の
再
交
付
申
請
で

電
子
デ
ー
タ
を
受
け
取
れ
ま
す
。

0570-003-004
03-6630-2525
（050から始まる電話の方）

「社会保険料（国民
年金保険料）控除
証明書」に関する
問い合わせは下記
の「ねんきん加入
者ダイヤル」へ。

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし
№329№329

確
定
申
告
に
は

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
の
添
付
を
忘
れ
ず
に

問
い
合
わ
せ　

広
島
西
年
金
事
務
所　

☎ 

０
８
２-

５
３
５-

１
５
０
５

　
　
　
　
　
　

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
１

広報おおたけ＆市ホームページ
問い合わせ　企画財政課　☎59-2124

募集掲載期間　４月～令和７年３月
※「広報おおたけ」は５月号から令和７年４月号までの掲載です。
申し込み　掲載希望月の前々月の末日（末日が土・日曜日、祝
日の場合はその前の平日）までに、申込書を企画財政課へ。広
告原稿は、広告主の責任で作成してください。
　申込書は、市ホームページからダウンロードできます。詳し
くは企画財政課へ。

広告募集

規　格
広  告  料（税込み）

市内業者

30,000円

25,000円

50,000円

15,000円

色

黒１色

黒１色

印刷用
４色

印刷用
４色

1号  縦10㎝×横8.3㎝

2号  縦4.7㎝×横8.3㎝

3号  縦4.7㎝×横17㎝

4号  縦4.7㎝×横8.3㎝

40,000円

30,000円

60,000円

20,000円

市外業者

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
︵
※
注
︶
を
通
じ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
で
転
出
手
続
き
が
で
き
ま

す
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
は
、

旧
住
所
地
の
窓
口
へ
の
来
庁
が
原
則
不
要

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
電
子
証
明
書
が
有

効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

る
方
が
利
用
で
き
ま
す
。
ま
た
自
身
の

　

３
月
１
日
㈮
か
ら
、
本
籍
地
以
外
の
市

区
町
村
の
窓
口
で
も
、
戸
籍
証
明
書
・
除

籍
証
明
書
を
請
求
で
き
る
広
域
交
付
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　

本
籍
地
が
遠
く
に
あ
る
方
で
も
、
住
ま

い
や
勤
務
先
の
最
寄
り
の
市
区
町
村
の
窓

口
で
戸
籍
証
明
書
な
ど
を
請
求
で
き
ま
す
。

　

欲
し
い
戸
籍
の
本
籍
地
が
全
国
各
地
に

あ
っ
て
も
、
１
カ
所
の
市
区
町
村
の
窓
口

で
ま
と
め
て
請
求
で
き
ま
す
。

※
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
て
い
な
い
一
部

の
戸
籍
、
除
籍
を
除
き
ま
す
。

※
一
部
事
項
証
明
書
・
個
人
事
項
証
明
書

は
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

請
求
で
き
る
方

①
本
人

②
配
偶
者

③
父
母
、
祖
父
母
な
ど
︵
直
系
尊
属
︶

④
子
、
孫
な
ど
︵
直
系
卑
属
︶

※
父
母
の
戸
籍
か
ら
除
籍
し
た
き
ょ
う
だ

い
の
戸
籍
証
明
書
な
ど
は
請
求
で
き
ま
せ

引
っ
越
し
だ
け
で
な
く
、
同
一
世
帯
員
の

引
っ
越
し
で
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出
手
続

き
を
し
た
後
は
、
必
ず
新
住
所
地
︵
転
入

先
︶
の
窓
口
に
行
き
、
転
入
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
﹁
引
越
し
手

続
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
﹂
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

︵
※
注
︶
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
は
、
行
政

手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口
の
こ
と
。
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
の
ほ
か
、
行
政
機
関
な
ど

が
保
有
す
る
自
分
の
情
報
や
行
政
機
関
か

ら
の
お
知
ら
せ
を
確
認
で
き
ま
す
。

ん
。

請
求
方
法

　

戸
籍
証
明
書
な
ど
を
請
求
で
き
る
方

が
、
市
区
町
村
の
戸
籍
担
当
窓
口
で
直
接

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
請
求
は
で
き
ま

せ
ん
。

必
要
な
も
の

　

窓
口
で
請
求
す
る
方
の
顔
写
真
付
き
の

身
分
証
明
書
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

・
運
転
免
許
証

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
パ
ス
ポ
ー
ト　
な
ど

　

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。法

務
省
「
戸
籍
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」

問い合わせ　市民税務課　☎59-2143

本
籍
地
が
遠
く
に
あ
る
、

欲
し
い
戸
籍
の
本
籍
地
が
全
国
各
地
に
あ
る
場
合
で
も

最
寄
り
の
市
区
町
村
で
手
続
き
が
で
き
る

戸
籍
証
明
書
な
ど
の

広
域
交
付

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
務
課　

☎
59
２
１
４
３

転出手続きに窓口へ行く必要がなくなる

マイナポータルで
転出手続きができます！

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

◆デジタル庁
　「引越し手続
　オンラインサービス」

◆マイナポータルでの
　引っ越し手続きは
　こちらから
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